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序章 計画の概要 
 

本章では、本計画策定及び改定の背景やあら

ましについてふれています。 
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序 
 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

01 計画改定の背景と目的                            

わが国の総人口は主に少子高齢化に起因して平成２０年をピークに減少に転じ、それに伴っ

て全国的に空き家が増加しており、社会問題の一つとしてクローズアップされるようになって

います。とりわけ、管理が不十分で荒廃の進む空き家については、火災や倒壊のおそれ等の安

全上の問題をはじめ、ごみの不法投棄や害獣・害虫による公衆衛生上の問題、また治安の悪化

や景観の阻害等、周辺環境に及ぼす様々な悪影響が懸念されています。 

こうしたことから、平成２７年５月に『空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」

という。）』が全面施行され、全国の市区町村において様々な空き家対策が進められてきました

が、空き家問題は止まるところを知らず、令和５年１２月には空き家の「活用の拡大」「管理の確

保」「特定空家等の除却等」の３つを柱とする空家法の改正が行われました。これにより、より

一層の空き家対策の推進に対する取組みが行われています。 

東京都においても、東京都空き家対策連絡協議会により、市区町村に対する情報提供や技

術的・財政的支援の拡充に取り組むとともに、民間事業者との連携によるワンストップ相談窓

口事業などを推進しているところです。 

本市でも、こうした国や東京都の取組を受けて、平成３１年３月に「あきる野市空家等対策計

画（骨子）」を策定し、市が取り組むべき空き家対策の基本的な方向性を示すとともに、令和  

２年５月には、この骨子に基づく「あきる野市空家等対策計画」を策定し、専門家団体による相

談窓口の設置や、空き家の所有者への適正管理のお願い、財産管理人制度の活用など、総合

的な空き家対策を推進してきました。 

しかしながら、今もなお管理が不十分な空き家が一定程度存在することや、今後、空き家が

ますます増加していくと考えられることなど、空き家問題が一層深刻化することが懸念され

ます。 

これらのことから、本市における空き家の実態を把握し、将来を見据えつつ、本市の実情に

合った計画に改定することとしました。 
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02 計画の位置付け                                

本計画は、空家法第７条に基づき定める空家等対策計画です。本計画は下図に示すとおり、

市の上位計画である「第２次あきる野市総合計画」の下に、「都市計画マスタープラン」をはじ

め、他の関連計画と連携・整合を図りつつ進めていきます。 

■本計画の位置付け 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 対象とする空き家の種類                          

原則として、空家法第２条第１項に規定される「空家等」を対象とします。 

ただし、空き家の発生抑制と管理不全の予防の観点から、空き家になりそうな建築物及び

一般的に空き家と認識される建築物に対しても対策を検討します。 

04 対象地区                                     

本計画は、市内全域を対象とします。 

05 計画期間                                     

計画期間は、令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

ただし、国や東京都の空き家政策の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて

施策の見直しや計画の改定を行います。 

  

空家等対策の推進に関する特別措置法 

あきる野市空家等対策計画２０２５ 

上位計画 

第２次あきる野市総合計画 

あきる野市都市計画 

マスタープラン  等 

根拠法 

本計画 関連計画 

空家等に関する施策を総合的 

かつ計画的に実施するための 

基本的な指針 
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0６ 本計画とＳＤＧs の関係                           

「SDGs（Sustainable Development Goals の略：持続可能な開発目標）」とは、平成  

２７年９月の国連サミットにおいて、加盟国の全会一致で採択された世界共通の目標で、令和 

１２年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。 

地球上の「誰一人取り残さない（No one will be left behind）」ことを誓っており、１７の

ゴール（達成目標）から構成されています。 

 

本計画は、SDGs を構成する１７のゴールのうち、「11 住み続けられるまちづくりを」、 

「12 つくる責任つかう責任」、「１７ パートナーシップで目標を達成しよう」の３つのゴールに

ついて関連があり、本計画を推進することにより、空き家に関わる様々な人や組織が連携し、

空き家を地域資源として捉えて再生・更新を図ることで、だれもが快適で安全・安心に暮らせ

るまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（出典：国際連合広報センター） 
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本計画で使用する用語について 

空家法 空家等対策の推進に関する特別措置法 

基本指針 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

空家等 「建築物又はこれに附属する工作物であ

って居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含

む。）」をいいます。（空家法第２条１項） 

ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除きます。本計画

においては原則、空家法を引用する場

合等においてのみ「空家等」と表します。 

なお、使用がなされていないことが常態

とは、「おおむね年間を通して建築物等

の使用実績がないこと」をいいます。（基本指針） 

また、空家法では、総務省が実施している住宅・土地統計調査において長屋・共

同住宅の空室も「空き家」としてカウントするのに対して、すべての住戸が空室

の場合に限り「空家等」として扱います。 

管理不全空家等 建築物に破損等があり、また、その敷地に雑草等が繁茂

して害虫が発生するなど、空家等が適切な管理が行わ

れていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にある空家等

をいいます。 

特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれのある状態又は著

しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないこと

により著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

（空家法第２条第２項） 

空き家 上記「空家等」のうち、建築物のみを指す場合や一般論を述べる場合、また、総務

省が行っている「住宅・土地統計調査」を引用する場合において「空き家」と表し

ます。 

所有者等 空家等の所有者又は管理者 

 

空家等の概念 

空家等 

管理不全空家等 

特定 
空家等 

時
間
の
経
過 

空き家の数 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
 

空き家対策に係る国、東京都 
及び本市の取組概要 

 
本章では、空き家対策に関して、国及び東京都

が行ってきた各種計画や施策についておさらい

するとともに、本市がこれまで取り組んできた空

き家対策について紹介します。 
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章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

01 国、東京都が行ってきた空き家対策             

国は、平成２０年以来、主に制度面の整備を通じて空き家対策に取り組む自治体や事業者を

支援してきました。また、東京都は平成２４年から基礎自治体や民間事業者をはじめ、空き家

所有者向けの施策に取り組んできました。 

■国、東京都の空き家対策に係るこれまでの主な取組 

年度 国の取組 東京都の取組 

平成 

２０ 

・「空き家再生等推進事業」を開始 

「除却事業タイプ」と「活用事業タイプ」があり、一定の

要件に該当する場合、各事業について国庫補助を実施 

 

２４ 
 ・「東京都民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデ

ル事業）」を開始（H26 年度末まで） 

２６ 
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」制定 

（H26.11.２７公布、H27.2.２６一部施行） 

 

２７ 

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」を全面施行

（H27.5.26） 

・「空き家利活用等区市町村支援事業」を開始 

・「空き家対策連絡会」立ち上げ 

・専門家団体等と空き家対策における協力・連携に関

する協定を締結（９団体、２金融機関） 

２８ 

・「空き家対策総合支援事業」を開始 

空家等対策計画(空家法第6条)に基づき実施する空

家の活用や除却などを、地域のまちづくりの柱として

実施する市町村に対して補助(令和 7 年度まで)。 

・空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の

譲渡所得の３，０００万円特別控除）を開始 

・「東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業」を

開始（H２９年度まで） 

・専門家団体と空き家対策における協力・連携に関す

る協定を締結（２団体） 

・「空き家利活用等区市町村支援事業（基本型・企画

提案型）」を開始 

２９ 

・「全国空き家対策推進協議会」を設置 

・「全国版空き家・空き地バンク」を設置 

・「安心 R 住宅」制度開始 

・「東京都空き家対策連絡協議会」を設置 

・専門家団体と空き家対策における協力・連携に関す

る協定を締結（１団体） 

３０ 

 ・「東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」を開始 

・「東京都空き家情報サイト」の開設 

・「東京都空き家ガイドブック」の発行 

令和 

元年 

・「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の

譲渡所得の３，０００万円特別控除）」の適用対象を拡

大（老人ホーム等の入所についても対象として追加） 

・「先駆的空き家対策東京モデル支援事業」を開始（空

き家対策の共通課題を解決するため、高度なノウハ

ウを要する事業で、成果を情報発信） 

・「エリアリノベーション推進支援事業」を開始 

２ 

 ・「民間空き家対策東京モデル支援事業」を開始（民間

の力や知見を最大限活用し、民間事業者の取組へ新

たに直接、財政支援を実施 

３ 

・「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針」を改訂（R3.6.30） 

・「住生活基本計画」の改定 

・「住宅市場を活用した空家対策モデル事業」を開始 

・「東京空き家ガイドブック」の全面改訂 

 

５ 

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正

（R5.12.１３施行）⇒次頁参照 

・「空き家再生等推進事業【活用事業対タイプと除却事

業タイプ】」を開始 

・「既存住宅流通促進民間支援事業」の開始 

・「政策課題解決型空き家活用支援事業」の開始 

・「地域課題解決型空き家活用支援事業」の開始 
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【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要（令和5年６月公布） 

（出典：国土交通省） 
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資
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0２ 本市がこれまで行ってきた空き家対策            

（１）これまで行ってきた主な空き家対策と進捗状況 

➀ 空き家の発生抑制 

住宅の所有者等へ空き家に関する情報提供や意識啓発を行うとともに、広く市民に向け

て空き家問題に興味を持ってもらえるようセミナーを開催するなど普及・啓発活動を行いま

した。 

② 空き家の適切な管理・流通 

空き家の適切な管理と市場への流通を促すために以下の施策を行いました。 

◇住宅の所有者等への情報提供・意識啓発 

空き家対策ガイドブックを作成し、住宅の所有者等へ向けて周知を行いました。 

（掲載内容） 

・空き家の予防、活用、管理方法について 

・相続手続きなどの財産管理の重要性について 

・空き家の発生を抑制するための特例措置について 

◇地域全体の意識を高める啓発活動 

空き家事業を行う民間企業と共催し、市民に向けてセミナーを開催しました。 

【共催者】 ㈱ジェクトワン 

【テーマ】 「自宅のこれからを考え、整えよう」（参加者１４人） 

◇相談窓口の設置 

所有者等や地域住民からの相談に対応できるよう｢空き家相談窓口｣を設置し、相談

先に迷わないよう体制を整えました。 

◇空き家情報のデータベース化 

｢空き家情報管理支援システム｣を導入し、空き家情報のデータベース化とともに空

き家対策の改善指導に活用しました。 

◇相続や不動産に関する専門家団体等との協定締結 

所有者等が抱える相続や不動産売買等の問題について、専門家へ相談ができるよう

下記の団体と協定を締結し相談窓口を設置しました。 

東京三弁護士会、東京司法書士会、東京都行政書士会、東京土地家屋調査士会、

東京税理士会、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部、公益社団法人東京

都宅地建物取引業協会、一般社団法人東京都建築事務所協会 
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③ 管理不全な空き家への対策 

管理不全な空き家について、所有者等へ適切な管理の重要性や責務を周知することで自

主的な改善を促し、管理不全状態の解消につなげました。また、財産管理人制度を活用し管

理不全な空き家の解消につなげました。 

 

  

◇民間企業やシルバー人材センター等との協定締結 

高齢であることや遠方に居住しているなどの理由で自己管理が困難な所有者等が

空き家の管理代行サービスを利用しやすくなるよう、公益社団法人あきる野市シルバ

ー人材センターと協定を締結し、所有者等にその利用を促しました。 

◇雑草繁茂等への対策支援 

特別な事情により定期的な管理が困難な所有者等に対して、防草シートを貸与する

支援を行いました。 

・防草シート貸与件数：４件（令和２年度～令和５年度） 

◇市民からの情報提供や相談の対策 

市民から管理不全な空き家に関する情報提供や相談があった場合は、遅延なく現地

を確認し、必要に応じて所有者等に向けて文書で改善要請を行いました。文書は空き家

等の改善すべき箇所を写真等により示したうえで、適切な管理の重要性、所有者等の責

務を記載し自主的な改善を求めました。また、所有者等が抱える個別事情に応じて専門

家等の相談窓口を紹介するなど、問題解決につながるよう情報提供を行いました。 

・市に寄せられた空き家相談件数：１０８件（令和２年度～令和５年度） 

・上記のうち是正済み件数：６８件（令和２年度～令和５年度） 

◇財産管理人制度の活用検討 

所有者等の居所が不明又は所有者等が亡くなった後、その相続人が不存在である管

理不全な空き家に対して、財産管理人制度を活用しました。選任された財産管理人が所

有者等に代わり財産の処分を行うことで、管理不全な空き家の解消につなげました。 

・相続財産管理人申立て：２件（令和４年度） 

・相続財産清算人申立て：１件（令和５年度） 
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(2020)
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（2022）

令和5年度

（2023）

■年度別相談受付件数

雑草・樹木繁茂 家屋老朽・破損 ゴミ放置・資材散乱 害虫発生 その他

件数 (件)

序 
 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

（２）過去の相談内容と件数及び是正状況等 

これまでに市に寄せられた空き家に関する相談内容と対応状況は以下のとおりでした。 

➀ 相談内容と件数 

「雑草・樹木繁茂」に関する相談が６割を占め、相談件数は年々減少傾向にある 

空き家に関する相談は、平成２６年度から令和５年度まで２６６件寄せられています。相談

内容は、「雑草・樹木繁茂」に関する相談が最も多く、１５６件で全体の約59％を占めていま

す。続いて「その他」に関する相談が４４件（17％）、次いで「家屋老朽・破損」に関する相談が

２７件（10％）、「害虫発生」に関する相談が２６件（10％）となっています。 

相談件数は、令和２年度の３９件をピークに年々減少傾向にあることから、空き家に関す

る相談に対する是正・指導効果が表れていると考えられますが、相談内容が多岐にわたるこ

とや、中には緊急性の高いものや、空き家になっている期間が１年未満と短いなど、空家法

の措置の対象にならないと考えられる相談もあるため、空き家に関する相談に対して幅広

く、かつ迅速に対応できるような体制づくりが望まれます。 
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是正済み

46 件

(42.6%)

除却・売却済み

22 件

(20.4%)

指導継続中

33 件

(30.6%)

対応保留

4 件 (3.7%)

所有者等不詳

3 件 (2.8%)

■空き家の是正状況
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■空き家相談の内容別是正状況

雑草・樹木繁茂 家屋老朽・破損 ゴミ放置・資材散乱 害虫発生 その他

件数 (件)

② 空き家相談に関する是正状況  

相談のうち約６割が「是正済み」ないし「除却・売却済み」である 

令和２年度から５年度にかけて市に寄せられた空き家相談１０８件の是正状況についてみ

たグラフが下図になります。相談があった空き家については速やかな是正を促すべく対応

に努めてきた結果、「是正済み」及び「除却・売却済み」が６８件(63％)にのぼっている一方、

約３割の相談に関しては、未だ「指導継続中」となっています。 

中には、雑草・樹木に関する相談が解決しても、家屋の老朽化が進行し、新たに別の老朽・

破損等に関する相談が寄せられる事例もあることから、所有者等に対して継続的に管理す

るように支援する仕組みや、空き家の市場流通を促す仕組みづくりが望まれます。 
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建築年不詳
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■建築年代別相談内容別相談件数

雑草・樹木繁茂 家屋老朽・破損 ゴミ放置・資材散乱 害虫発生 その他

件数 (件)

序 
 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

③ 相談のあった空き家の建築年代 

昭和５６年５月以前に建築された空き家が建築年不詳も含め８割近くにのぼる 

平成２６年度から令和５年度にかけて相談のあった空き家の建築年代をみたグラフが下

図になります。建築基準法が改正され新耐震基準が施行された昭和５６年６月以降に建築さ

れた空き家は少なく、昭和５６年５月以前に建てられた旧耐震基準による空き家や、建築年

が不肖の空き家が全体の８割近く（77.8％）を占めています。 

これらの建築年代の古い空き家の多くは老朽化が著しく、利活用するためには耐震補強

をはじめ、修繕・改修等が必要であると考えられます。また、処分するにも解体費用がかかる

ことから放置される傾向にあり、徐々に管理不全な空き家になるケースが多いと思われます。 

また、空き家が建築基準法上の接道義務を満たしておらず、既存建物の建て替えができ

ないことから、売却先が見つからず処分に困っているという相談もあり、土地や建物の規制

により処分が進まない空き家についても対策を検討していくことが望まれます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

あきる野市の空き家の 
実態と課題 

 

本章では、総務省が５年ごとに実施している

「住宅・土地統計調査」を通じて本市の住宅ストッ

クの現状を概観するとともに、令和５年度に実施

した「空家等実態調査」及び「空き家所有者の意向

調査」の結果から、空き家対策の課題と対策の方

向性について考察します。 

 

  



16 

 

序 
 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

０１ 人口動態から分かる空き家の動向                           

 空き家の動向を判断するうえで、まず人口の動態を押さえておくことが有効です。本節で

は、国勢調査による本市のこれまでの人口の推移と、国立社会保障・人口問題研究所による将

来の人口予測についてみてみます。 

本市の人口は、昭和４０年代から昭和５０年代にかけて急増し、平成２７年の８０，９５４人を

ピークに、それ以降は少子高齢化の進展とも相まって緩やかに減少に転じ、令和２年現在    

７９，２９２人、令和２２年には、７０，８９０人にまで減少すると推計されています（令和２年を  

１００とした場合の指数は８９．４）。 

一方、総人口に占める６５歳以上の人口の割合（高齢化率）は、以降一貫して増加を続けてお

り、令和２年現在、３１．０%とほぼ３人に１人が高齢者になりました。この割合は、令和２２年に

３９．７%に達すると推計されています。こうした傾向から、今後、空き家問題はより一層深刻

化していくのではないかと予想されます。 
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■あきる野市の人口推移と将来予測

0～14歳 15～64歳 65歳以上 65歳以上の割合 （ ） 人口総数※

推計値 

（人） （％） 

（資料：総務省統計局「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」） 

※平成２７年までの人口総数は、上記区分に加えて「年齢不詳」が含まれているため、年齢別人口の合計とは一致

しない。 
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０２ 住宅・土地統計調査から分かる空き家の実態と考察            

本節では、総務省が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査※」を通じて本市の空き家

の実態について概観します。 

※「住宅・土地統計調査」は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を

把握し、その現状と推移を明らかにする調査で、５年ごとに実施されています。空き家の所有状況などを把

握するとともに、高齢者の住まい方をより的確に把握することを主な狙いとしています。なお、本調査は抽

出調査であり、結果の数値は推計値です。 

（１）本市の住宅ストックの現状 

令和５年の住宅・土地統計調査によると、市内の総住宅数３６，２８０戸のうち３，９５０戸  

（１０．９%）が空き家とされています。総住宅数のうち、戸建て住宅総数２７，２３０戸      

（２５，３３０戸＋１，９００戸）に対する戸建て住宅の空き家は１，９００戸（７．０％）、長屋・共同住

宅については、８，７５０戸（６，７００戸+２，０５０戸）のうち、２，０５０戸（２３．４％、およそ５室

に１室）が空き室になっているとされています。 

■本市の住宅ストックの現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

居住世帯の

ある住宅 

3２,060 戸 

居住世帯の

ない住宅 

4,２30 戸 

戸建て c 
２5,330 戸 

長屋、共同住宅 d 

6,700 戸 

建築中の住宅 １80 戸 

戸建て e １,900 戸 

e/(c+e) 7．0％ 

長屋、共同住宅 f ２,050 戸 

f/(d+f) ２３．４％ 

総住宅数 a 

36,２80 戸 

空き家 b 3,950 戸 
b/a １0．9% 

その他 

30 戸 

一時現存者のみ住宅 １00 戸 
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3,200

(12.9%)
4,840

(19.5%）

16,770

（67.6%）

■高齢者の住まいの現状

65歳以上の単身世帯数 65歳以上の夫婦世帯数 その他の世帯数
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■空き家数・空き家率の推移

空き家以外の住宅総数 空き家数 空き家率 （ ） 空き家総数
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第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

参
考
資
料 

（２）持ち家で暮らす６５歳以上の単身又は夫婦世帯の現状 ３世帯に１世帯が高齢世帯 

令和５年の住宅・土地統計調査によると、市内の戸建て持ち家で暮らす２４，８１０世帯のうち

６５歳以上の単身世帯は３，２００世帯（１２．９%）、夫婦世帯は４，８４０世帯（１９．５%）で、両者

合わせて８，０４０世帯（３２．４%、およそ３世帯に１世帯）にのぼっています。この傾向は、６５歳

以上の高齢者の増加傾向がしばらく続くと予測されていることから、今後より一層進むと考え

られるとともに、空き家の発生は入居者死亡による相続や施設への入所が理由の場合が多い

ことから、今後、空き家が急速に増加することが懸念されます。 

 

 

 

 

 

（３）空き家数（空き家率）の推移 空き家数、空き家率ともに横ばい 

空き家数は平成１５年に一時的に減少していますが、その後は再び増加に転じており、令和

５年に３，９５０戸とピークを記録しました。 

空き家率は、平成１０年が１１．３%と最も高く、平成１５年にいったん８．０%に減じますが、 

平成２０年並びに平成２５年に１０．５％に増加し、平成３０年には１０．１％に減少しましたが、 

令和５年に１０．９％と再び増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

（資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

(戸) (％) 

(２6,530) 

(２9,6２0) 
(30,8１0) 

(33,570) 
(34,680) 

(36,２80) 
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■東京都２６市の空き家率

空き家数 空き家率

(戸) (%)

多摩26市
平均空き家率

10.9％

（４）空き家率の比較 東京都２６市中ほぼ中位に位置しています 

令和５年の住宅・土地統計調査によると、本市の空き家数は３，９５０戸と２６市中２２番目と

なっています。一方、空き家率は１０．９％で、多摩２６市中１３番目とほぼ中位に位置していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 
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■空き家のうち「その他の住宅」の数と割合の比較

空き家数 (その他の住宅貸） 空き家率 (その他の住宅)

(戸) (%)

多摩26市
平均空き家率

（その他の住宅）

2.6％
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（５）「その他の住宅」の割合の比較 「その他の住宅」の割合は２６市中２番目に高い 

「その他の住宅」とは、市場に流通している「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」及び「二次的住

宅」以外の住宅で、市場に流通することなく長期にわたって使用されていない空き家が該当し

ます。例えば親の死後、そのままにしている空き家などがこれに当たり、定期的な利用もなく、

適切な管理がなされておらず、将来、周囲に悪影響を及ぼす管理不全な空き家になる可能性

の高い空き家です。令和５年の住宅・土地統計調査によると、本市の空き家３，９５０戸のうち、

「その他の住宅」が最も多く１，５６０戸、空き家率は４．３%と、多摩２６市の平均２．６%を１．

７ポイント上回っていること、また、空き家率が２６市中１３番目なのに対して、「その他の住宅」

の割合は多摩２６市中、青梅市に次いで２番目に高い値を示している点に留意が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■住宅・土地統計調査における空き家の分類 

 

 

 

 

 

 

 

◇二次的住宅： 
別 荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用されている住宅で、普段は人が

住んでいない住宅 
 その他：普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝

泊まりしている人がいる住宅 

◇賃貸用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸のために空き家となっている住宅 

◇売却用の住宅：新築・中古を問わず、売却のために空き家となっている住宅 

◇その他の住宅：上記以外の市場に流通されずに長期にわたって使用されていない住宅で、
例えば、親の死後、放置されている住宅や、転勤・入院などのために居住世
帯が長期にわたって不在の住宅や、建て替え等のために取り壊すことになっ
ている住宅等（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

（資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 
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（出典：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果」） 

50 

(2.6%)

170 

(9.0%)

130 

(6.8%)

1,550 

(81.6%)

■戸建て空き家の種類の内訳

二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅

〇空家数は９００万２千戸と過去最多、空き家率も１3．8%と過去最高 

〇賃貸・売却用や二次的住宅（別荘など）を除く空き家が３６万９千戸の増加 

（６）戸建て空き家に占める「その他の住宅」の割合 ５軒に４軒が「その他の住宅」 

令和５年の住宅・土地統計調査による本市の空き家３，９５０戸のうち、戸建ての空き家に占

める「その他の空き家」の割合をみたものが下のグラフです。 

戸建て空き家１，９００戸のうち「その他の住宅」が１，５５０戸、８１．６％を占め、およそ５軒に

４軒の割合で「その他の住宅」となっています。 

 

 

 

 

 

【参考】令和５年住宅・土地統計調査にみる全国の空き家数と「その他の住宅」の動向について 

   

 

 

住宅総数のうち、空き家は９００万２千戸と、２０１８年（８４８万９千戸）と比べ、５１万３千戸の増

加で過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は１３．８%と、２０１８年

（１３．６%）から０．２ポイント上昇し、過去最多となっている。空き家数の推移をみると、これまで

一貫して増加が続いており、１９９３年から２０２３年までの３０年間で約２倍となっている。 

空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は３８５万６千戸と、２０１８年と

比べ、３６万９千戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は５．９%となっている。 

■空き家数及び空き家率の推移―全国（１９７８年～２０２３年） 

 

（資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 
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種 別 棟 数 備 考 

建物形状 46,0２4 ①から③の建物総数 

①一般建物等 4２,569 
ビル、アパート、マンション
なども含む 

②目標物 740 
公共施設、体育館、郵便局、

神社など 

③無壁舎 ２,7１5 立体駐車場、養鶏場など 
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０３ 実態調査から分かる空き家の実態と考察                    

本市では、本計画の基礎となる情報を得ることを目的として、市内全域の空き家の所在や

劣化度等の実態を把握すべく、令和５年度に空き家実態調査を実施しました。 

◯実態調査：令和５年７月３日から８月３１日まで 

・一次調査：実態調査判定基準書を基に、公道からの外観目視による実態調査を行った。 

・二次調査：一次調査結果及び水道閉栓情報を基に、空家等・判定不可・調査不可となった

建物に対して、外観目視による不良度判定及び利活用可能性判定を行った。 

（１）調査結果の概要 ６８１棟を空き家と判定 

公共施設等を除く市内全域の４２，５６９棟を対象に、以下のフローに従って判定を行った 

結果、６８１棟を空き家と判定しました。 

■空き家判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１：外観目視で居住・利用中の判定ができないもの 

※２：外観目視ができず居住・利用中の調査ができな

いもの 

※３：除却中、除却済、工事中、調査対象外を含む 

※４：所有者特定困難、相続人不存在など 

※５：宛先不明１０２棟、返信なし４８８棟 

空き家 

68１棟 

 

空家等判定基準により 4２,569 棟を「空家等」「判定不可」「調査不可」「居住・利用中など」に区分 

居住、利用中など※3 

4１,204 棟 
空家等 

882 棟 

判定不可※1 

267 棟 

調査不可※2 

２16 棟 

アンケート調査対象 

１,360 棟 

 
判定不可※1 

75 棟 

調査不可※2 

6２棟 4１,75１棟 

アンケート未回収※5 

590 棟 

アンケート回収 

770 棟 

アンケート調査対象外※4 

5 棟 

市の精査 

■【参考】ゼンリン住宅地図から確認された建物棟数 
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（２）空き家棟数と空き家率、不良度ランク 

地区別の空き家数、空き家率、不良度は以下のとおりでした。 

■大字別空き家数と空き家率 

地域 地区 大字 
建築物 
棟数 

空き家 
棟数 

空き家率 
（％） 

空き家の不良度※ 

A B C D N 

秋川 

東秋留 

雨間 ２，８２９ ５５ １．９４ １２ ３５ ４ １ ３ 
野辺 ３，１５９ ４９ １．５５ ７ ３０ ３ ５ ４ 
小川 １，１０６ ９ ０．８１ ０ ４ ４ ０ １ 

小川東一丁目 ４５５ ６ １．３２ ０ ６ ０ ０ ０ 
小川東二丁目 ２４５ ２ ０．８２ ０ １ １ ０ ０ 
小川東三丁目 ９４ １ １．０６ ０ １ ０ ０ ０ 

二宮 ２，５１７ ３７ １．４７ ７ ２６ １ １ ２ 
二宮東一丁目 ２４6 ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
二宮東二丁目 １８４ １ ０．５４ ０ １ ０ ０ ０ 
二宮東三丁目 ８９ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 

平沢 ８２３ １９ ２．３１ ３ １１ ４ ０ １ 
平沢東一丁目 ７１ ２ ２．８２ １ １ ０ ０ ０ 
平沢西一丁目 ７４ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 

切欠 １１５ ２ １．７４ ０ １ １ ０ ０ 
秋川一丁目 ９９ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋川二丁目 １７１ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋川三丁目 １１１ １ ０．９０ １ ０ ０ ０ ０ 
秋川四丁目 １７１ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋川五丁目 ２１４ ２ ０．９３ １ １ ０ ０ ０ 
秋川六丁目 ２０９ １ ０．４８ １ ０ ０ ０ ０ 
秋留一丁目 １０９ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋留二丁目 １５０ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋留三丁目 １４６ １ ０．６８ ０ １ ０ ０ ０ 
秋留四丁目 １５０ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
秋留五丁目 １５７ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 

多西 

草花 ５，４６８ ７６ １．３９ １０ ３５ ２２ ２ ７ 
菅生 １，３８６ ２０ １．４４ ４ １０ ２ ３ １ 

瀬戸岡 １，７１３ ２８ １．６３ ５ 19 3 １ ０ 
原小宮 ２０８ ３ １．４４ １ １ １ ０ ０ 

原小宮一丁目 ２５１ １ ０．４０ １ ０ ０ ０ ０ 
原小宮二丁目 １３５ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 

西秋留 

引田 ２，１３８ １８ ０．８４ ３ １１ ４ ０ ０ 
渕上 ７１３ ９ １．２６ １ ４ ２ １ １ 

上代継 ７２６ ５ ０．６９ ２ ２ １ ０ ０ 
下代継 ９４５ １９ ２．０１ ４ １０ ２ ０ ３ 
牛沼 １，１７０ ２１ １．７９ ２ １７ １ ０ １ 
油平 １，０８４ ７ ０．６５ １ ６ ０ ０ ０ 

五日市 

増戸 

山田 １，４０８ ２７ １．９２ ７ １６ ３ ０ １ 
上ノ台 ４６ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
網代 ２４０ １５ ６．２５ １ ６ １ ０ ７ 
伊奈 ２，８９２ ４１ １．４２ ８ ２７ ４ １ １ 
横沢 １６７ ５ ２．９９ ０ ４ １ ０ ０ 
三内 ５４５ １７ ３．１２ ０ ７ ３ ２ ５ 

五日市 

五日市 １，７２３ ３０ １．７４ ４ ２２ １ １ ２ 
小中野 ５８７ １０ １．７０ ２ ４ ２ １ １ 
小和田 ３６１ ３ ０．８３ ０ １ １ １ ０ 
留原 ９０５ １１ １．２２ １ １０ ０ ０ ０ 
高尾 ５００ ７ １．４０ １ ３ ０ １ ２ 
舘谷 ６６３ １０ １．５１ １ ８ ０ １ ０ 

小峰台 ４２ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
舘谷台 １２ ０ ０．００ ０ ０ ０ ０ ０ 
入野 ７００ ２４ ３．４３ １ １９ ３ ０ １ 
深沢 １３５ ３ ２．２２ ０ ０ ０ ２ １ 

戸倉・小宮 
戸倉 ８５３ ３２ ３．７５ ５ １４ ７ １ ５ 
乙津 ７８１ ３１ ３．９７ ３ １４ ８ ３ ３ 
養沢 ３７８ ２０ ５．２９ ６ １０ １ ０ ３ 

合 計 ４２，５６９ ６８１ １．６０ １０７ 399 91 ２８ ５６ 

※空き家の不良度判定指標 

A：良好（修繕の必要なく、利用可能）   B：やや不良（対策・修繕を必要とする）   C：不良（利活用が困難） 

D：不良（要除却）                 Ｎ：判定不可・未判定 
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（３）空き家の分布状況 市内全域にほぼ満遍なく分布 

空き家の所在地をプロットしたものが下図になります。空き家の分布に大きな偏りは認められ

ず、市内全域に満遍なく存在していることが分かりました。空き家率が比較的高いところは、東秋

留地区の平沢(２．３１%)、平沢東一丁目(２．８２%)ほか、西秋留地区の下代継(２．０１%)、増戸地

区の網代(６．２５%)、横沢(２．９９%)、三内（３．１２%）、五日市地区の入野(３．４３%)、深沢(２．２

２%)、戸倉・小宮地区の戸倉(３．７５%)、乙津(３．９７%)、養沢(５．２９%)が挙げられます。 

空き家のうち、「利活用が困難な空き家(不良度ランクＣ)」が目立つのは、多西地区の草花で

２２棟、次いで、戸倉・小宮地区の乙津が８棟、戸倉が７棟となっています。また、除却が望まし

い「要除却(不良度ランクＤ)」の空き家が多いのは、東秋留地区の野辺が５棟、多西地区の菅生

並びに戸倉・小宮地区の乙津が３棟となっています。これらの空き家については、現時点にお

いて特に問題が顕在化していませんが、時間とともに劣化が進行し、周辺環境に悪影響を及ぼ

す可能性が高まっていくと考えられることから、早目の対策が期待されます。 

また、空き家６８１棟のうち４分の１にあたる１８８棟が市街化調整区域にあり、とりわけ   

戸倉・小宮地区の８３棟はすべて市街化調整区域に立地しています。市街化調整区域について

は、原則として都道府県知事による許可がなければ新しく建物を建てることも、古い建物を取

り壊して建て替えることもできないため、老朽化が進めば利活用が困難になる空き家が増え

ることが予想されます。 

なお、昭和４０年代に開発整備された住宅団地については、同じ時期に同世代の新築入居が 

なされていると類推されることから、ほぼ同時に高齢化と建物の老朽化が進んで、空き家化

が 一気に顕在化する可能性が高く、今後の動静を注意深く見守っていく必要があります。 

■空き家の分布状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

武蔵五日市駅 

武蔵増戸駅 

武蔵引田駅 

秋川駅 

東秋留駅 

市 街 化 区 域：４９３棟(7２．4%) 

市街化調整区域：１８８棟(２7．6%) 
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０４ 空き家所有者の意向調査結果                               

実態調査において「空家等」「判定不可」「調査不可」と判定した建物１，３６０件について、  

建物の状況、使用しなくなった経緯などについて、所有者の意向調査を実施しました（回収率 

６１．２％）。ここではその結果を概観します。 

◯アンケート調査：令和５年９月１５日から令和６年１月１５日 

・実態調査で空家等・判定不可・調査不可と判定した建物所有者に対し、アンケートを送付した。 

分 類 
前回調査 

（令和元年度） 

今回調査 

（令和５年度） 
差 

①送付対象（件） ３７７ １，３６０ +９８３ 

②返信数（件） １８０ ７７０ ＋５９０ 

③宛先不明（件） １４ １０２ ＋８８ 

回収率（％） ②÷（①-③） ４９．６ ６１．２ +１１．６ 

（１）空き家の認知度 ほとんどの人が空き家の存在を認知 

空き家の存在を知っているか尋ねた結果、回答があった７６７件中、「知っているが居住ま

たは使用していない期間が１年以上」が３３４件（４３．４%）と最も高く、次いで「知っており、

日常的に居住または年１回以上使用している」が３２５件（４２．２%）と僅差で続いています。   

「知っているが、すでに売却・賃貸・譲渡・解体等が済んでいる」が５６件（７．３%）、「知ってい

るが、居住または使用していない期間が１年未満」が４４件（５．７%）あり、「知っている」と回

答した人の合計は７５９件（９８．６%）でした。 

 

 

知っているが居住または使用していない

期間が1年以上

334件 （43.4％）

知っているが居住または使用していない

期間が１年未満

44件 (5.7%)

知っており、日常的に居住

または年1回以上使用している

325件 (42.2%)

知っているが、すでに売却・賃貸・譲渡・

解体等が済んでいる（又は決定している）

56件 (7.3%)

心当たりがない7件 (0.9%)

複数回答 1件 (0.1%)

無回答 3件 (0.4%)

■空き家の認知度

対象者数：770件

回答者数：767件
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（２）空き家になってからの経過年数 ３件に１件が１０年以上 

空き家になってからの経過年数を尋ねたところ（単一回答）、最も多かったのは「１０年以上」

で対象者数３３４件中１０２件（３０．５%）、次いで「５年～１０年未満」が８７件（２６．０%）、「１年

～３年未満」が７０件(２１．０%）、「３年～５年未満」が５８件(１７．４%）となっていました。 

（３）空き家になった主な理由 ３件に１件が相続等により取得 

対象者３３４件に対して空き家になった主な理由について尋ねたところ、最も多かったのは

「相続等により取得したが他に居住している住宅がある」で、１００件（２９．９％）、次いで「賃借

人が退去、もしくは見つからない」が７４件（２２．２％）、「住んでいた人が施設に入所又は入院

した」が４１件（１２．３％）となっていました。 

1年～3年未満

70件 (21.0%)

３年～５年未満

58件 (17.4%)

5年～10年未満

87件 (26.0%)

10年以上

102件 (30.5%)

不明 9件 (2.7%)

無回答 8件 (2.4%)

■空き家になってからの経過年数

対象者数：334件

回答者数：326件

建物が手狭になった、老朽化したなどの理由で住み替えた

19件 (5.7%)

転勤などで遠方に転居することになった

9件 (2.7%)

親や子の世帯と一緒に住むことになった

8件 (2.4%)

住んでいた人が施設に入所又は入院した

41件 (12.3%)

相続等により取得したが

他に居住している住宅がある

100件 （29.9％）
相続問題等で所有者が決まっていない

12件 (3.6%)

賃借人が退去、もしくは見つからない

74件 (22.2%)

その他 40件 (12.0%)

複数回答 8件 (2.4%)

無回答 23件 (6.9%)

■空き家になった主な理由

対象者数：334件

回答者数：311件
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（４）空き家が建築された時期 ２件に１件が昭和５５以前に建てられた空き家 

対象者３３４件に対して空き家が建築された時期について尋ねたところ、最も多かったの

は「昭和４６年～昭和５５年」で９２件（２７．５％）、次いで「昭和３６年～昭和４５年」で６２件

（１８．６％）となっていました。 

昭和５６年の建築基準法改正より前に建築された旧耐震基準の建物は、昭和３５年以前に

建てられた建物３１件（９．３％）を合わせると１８５件（５５．４％）となり、全体の半数を超える

結果となりました。 

（５）空き家の状態 ４件に１件が住むには適さない空き家 

対象者３３４件に対して空き家の現状について尋ねたところ、最も多かったのは「部分的に

老朽化や破損はあるが一部修繕すれば住める状態」で１４１件（４２．２％）、次いで「全体的に 

老朽化や破損があるため住むには適していない状態」が８９件（２６．６％）、「老朽化や破損は

なく現在でも住める状態」が５６件（１６．８％）となっていました。 

昭和35年以前

31件 (9.3%)

昭和36年～昭和45年

62件 (18.6%)

昭和46年～昭和55年

92件 (27.5%)

昭和56年～平成2年

45件 (13.5%)

平成3年～平成12年

32件（9.6％）

平成13年～平成22年

6件 (1.8%)

平成22年以降 3件 (0.9%)

不明 44件 (13.2%)

複数回答 1件 (0.3%)

無回答 18件 (5.4%)

■空き家の建築時期

対象者数：334件

回答者数：316件

老朽化や破損はなく現在でも住める状態

56件 (16.8%)

部分的に老朽化や破損はあるが

一部修繕すれば住める状態

141件 (42.2%)

全体的に老朽化や破損があるため

住むには適していない状態

89件 (26.6%)

不明 17件 (5.1%)

その他 10件 (3.0%)

複数回答 3件 (0.9%)

無回答 18件 (5.4%)

■空き家の状態

対象者数：334件

回答者数：316件
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（６）空き家の維持・管理の頻度 およそ５件に１件が「ほとんどしていない」 

対象者数３３４件に対して空き家の維持管理をどのくらいの頻度で行っているか尋ねたと

ころ、最も多かったのは「月に１回程度」で１１４件(３４．１％）、次いで「１年に１回程度」が７８件

(２３．４％）、「ほとんどしていない」が７４件(２２．２％、およそ５件に１件）となっていました。 

（７）空き家の維持管理で困っていること 「近隣への迷惑等が心配」が最も多い 

対象者３３４件に空き家の維持管理で困っていることを尋ねたところ（複数回答あり）、最

も多かったのは「近隣への迷惑や不法侵入等が心配」で１１０件（２０．６％）、次いで「特に困っ

ていない」が１０７件（２０．０％）、「維持管理に費用がかかる」が１０６件（１９．９％）、「年齢や身

体的な理由で十分な管理ができない」が５６件（１０．５％）となっていました。 

週に1回程度

22件 (6.6%)

月に１回程度

114件 (34.1%)

１年に1回程度

78件(23.4%)

ほとんどしていない

74件(22.2%)

一度もしたことことがない

10件 (3.0%)

不明 9件 (2.7%)

ほぼ毎日 3件 (0.9%)

2～3ヶ月に1回程度 4件 (1.2%)

無回答 20件 (6.0%)

■空き家の維持・管理の頻度

対象者数：334件

回答者数：314件

106 

31 

56 

11 

110 

33 

23 

107 

35 

22 

0 50 100 150

1. 管理するための費用がかかる

2. 相談先がない又は管理方法がわからない

3. 年齢や身体的な理由で十分な管理ができない

4. 共有者等、他の権利者と意見調整ができない

5. 近隣への迷惑や不法侵入等が心配

6. 遠方に住んでおり建物の状況がわからない

7. 管理をお願いする相手がいない

8. 特に困っていない

9. その他

無回答

■空き家の維持管理で困っていること
(件)

対象者数：334件 回答者数：312件 回答件数：534件
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（８）空き家の今後の利活用について ３件に１件が売却または賃貸を希望 

対象者３３４件に対して「空き家の今後の利活用について」尋ねたところ（複数回答あり）、 

最も多かったのは「売却または貸し出したい」で１４４件(３１．２％)、次いで「特に利活用の予

定はなく、現状のまま所有を続ける」が９７件(２１．０％)、「その他」が４１件(８．９％)となって

いました。 

（９）空き家の利活用で困っていること 税金が上がるため解体できないが最も多い 

対象者３３４件に対して「空き家の今後の活用について困っていること」を尋ねたところ、 

最も多かったのは「更地になると固定資産税が上がるため解体できない」で９１件（１５．０％）、

「解体したいが解体費用の支出が困難で解体できない」が７５件（１２．４％）、「売却したいまた

は貸し出したいが相手が見つからない」が７５件（１２．４％）と続いていました。 

24 

36 

37 

144 

39 

13 

11 

97 

41 

20 

0 50 100 150

1. 自らの居住のために使用したい

2. 将来、子どもや親族に使用させたい

3. 所有物の保管場所として使用したい

4. 売却したい又は貸し出したい

5. 建物を解体し、駐車場や資材置き場などとして使用したい

6. 建物を解体し、公共用地(公園など)として市に寄付したい

7. 自治会や地域ボランティア活動のために貸し出したい

8. 特に利活用の予定はなく、現状のまま所有を続ける

9. その他

無回答

■空き家の今後の利活用
(件)

対象者数：334件 回答者数：314件 回答件数：462件

75 

91 

75 

20 

9 

73 

52 

44 

79 

27 

39 

22 

0 50 100 150

1. 解体したいが、解体費用の支出が困難で解体できない

2. 更地になると固定資産税が上がるため解体できない

3. 売却したいまたは貸し出したいが相手が見つからない

4. 愛着があるため、他人に貸したり売ったりしたくない

5. 相続問題等で、権利者間で意見が一致していない

6. リフォームしないと使用できない状態である

7. 荷物の処分に困っている

8. 具体的な方法や手順がわからない

9. 特に困っていない

10. 利活用することが面倒である

11. その他

無回答

■空き家の利活用について困っていること
(件)

対象者数：334件 回答者数：312件 回答件数：606件
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（１０）空き家の利活用や管理について市に支援してほしいこと 

「特にない」が最も多く、次いで「解体費用の助成」「専門家の紹介」 

対象者３３４件に「空き家の利活用や管理について市に支援してほしいこと」を尋ねたとこ

ろ、最も多かったのは「特にない」で１１６件(２０．８％)、次いで「解体費用の助成」が１１３件    

(２０．３％)、「建物について相談できる専門家（不動産・建築・相続手続き・法律など）の紹介」

が６７件(１２．０％)、「建物を利用したい方への紹介（空家バンク等）」が５１件(９．１％)となっ

ていました。 

（１１）空き家バンク制度について ３件に１件が登録希望ないし興味あり 

対象者３３４件に本市で「空き家バンク制度」を実施した場合、どのように思うか尋ねたとこ

ろ（単一回答）、最も多かったのは「登録しない」で１２７件（３８．０％）、次いで「わからない」が

１０２件（３０．５％）、「興味はある」が６９件（２０．７％）、「登録したい」が２６件（７．８％）となっ

ていました。 

51 

67 

37 

33 

46 

16 

113 

45 

116 

22 

12 

0 50 100 150

1. 建物を利用したい方への紹介(空き家バンク等)

2. 建物について相談できる専門家の紹介

3. 建物の管理(清掃や草刈り等)を行う業者の紹介

4. 家財整理を行う業者の紹介

5. 解体・リフォーム・造園等の施工業者の紹介

6. 耐震性・老朽化による危険性診断の支援

7. 解体費用の助成

8. 修繕や耐震化費用の助成

9. 特にない

10. その他

無回答

■空き家の利活用や管理について市に支援してほしいこと
(件)

2. 建物について相談できる専門家(不動産・建築
・相続手続・法律など）の紹介

対象者数：334件 回答者数：322件 回答件数：558件

登録したい

26件(7.8%)

興味はある

69件(20.7%)

登録しない

127件(38.0%)

分からない

102件(30.5%)

無回答

10件(3.0%)

■空き家バンク制度について

対象者数：334件

回答者数：324件
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（１２）空き家の維持管理で困っていること、市の空き家対策についての要望等 

意向調査対象者７７０件のうち１７６件の回答がありました。最も多いのは、大分類でいう

と「専門業者の対応を必要とする内容」で６５件（３６．９%）、小分類で最も多かったのは、

「相続・権利関係による問題」で１９件（１０．８%）、次いで「売却・賃貸等、不動産業者の紹介」

１１件（６．３%）でした。 

「市の対応を必要とする内容」は３９件（２２．２％）で、小分類で最も多かったのは「市に対

する相談・要望・助成など」が１５件（８．５%）、次いで「市及び専門業者の対応を必要とする

複合的な問題・要望」が１０件（５．７%）、「立地や接道による問題」が５件（２．８%）と続いて

いました。 

大分類 小分類 
件数 

（件） 

割合 

（％） 

割合 

(％) 

利活用中 
居住または使用中 ２１ １１．９ 

１５．３ 
売却または除却済 ６ ３．４ 

利活用方針が決

定している内容 

維持管理状況、管理者の情報 １４ ８．０ 

１８．８ 

不動産業者等に相談又は売却依頼中 ８ ４．５ 

居住や利活用を検討中 ５ ２．８ 

リフォーム後、居住または賃貸予定 ４ ２．３ 

解体予定 ２ １．１ 

専門業者の対応を

必要とする内容 

相続・権利関係による問題 １９ １０．８ 

３６．９ 

売却・賃貸等、不動産業者の紹介 １１ ６．３ 

建物や土地の管理（清掃や草刈り等）や家財整理を

行う業者の紹介 
９ ５．１ 

専門業者の対応を必要とする複合的な問題・要望 ８ ４．５ 

所有者が高齢・病気・施設入所等のため、管理や対

応ができない 
８ ４．５ 

建物の修繕やリフォームなど、施工業者の紹介 ７ ４．０ 

近隣トラブル ３ １．７ 

市の対応を必要

とする内容 

市に対する相談・要望・助成など １５ ８．５ 

２２．２ 

市及び専門業者の対応を必要とする複合的な問

題・要望 
１０ ５．７ 

立地や接道による問題 ５ ２．８ 

解体費用や固定資産税による問題 ４ ２．３ 

市街化調整区域による問題 ４ ２．３ 

建物に心当たりがない １ ０．６ 

その他 
特にない １０ ５．７ 

６．８ 
住居表示と地番の錯誤 ２ １．１ 
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０５ 各種調査から抽出される課題と対応の方向              

空家等実態調査や所有者等への意向調査等の結果から、本市における空き家対策の課題は

大きく次の３つにまとめられます。 

課題－１ 適切な情報提供による空き家の発生抑制 

課題－２ 適正管理及び利活用・市場流通の促進 

課題－３ 除却及び除却後の跡地利用の促進 

■空き家の実態から導かれる課題（フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後空き家の増大が予測されるなかにあって、空き家の発生を抑制するためには、適切な

維持管理による住まいの長寿命化が大切です。そのためにも、屋根や外壁等の定期的なメン

テナンスや、リフォーム、補助制度を活用した耐震診断・耐震改修の推奨など、建築物の長寿

命化を図って、空き家の発生を抑制することが求められます。また、住宅所有者は、自宅が空

き家にならないよう「自分が住まなくなったときに自宅をどのようにするか」処分方針をあら

かじめ家族や親族とよく話し合っておくことが望まれます。 

 空き家になってしまった建物は、適正管理を怠ることで老朽化が一気に進んでしまい、次第

に不動産価値を失って市場流通の妨げになったり、市場流通させるための改修・リフォームに

多額の費用を要したりしてしまいます。所有者等に対して適正管理を促し、中古住宅として市

場流通を促進していくとともに、空き家を地域課題解決のための地域資源として捉え、「地域

のコミュニティ拠点」や「社会福祉施設」などとして活用していくことが望まれます。 

実態調査において「利活用に適さない空き家（不良度ランク C、D）」と判定された空き家に

ついては、放っておくと周辺に悪影響を及ぼす管理不全空家等や特定空家等になる可能性が

高く、所有者等に対して適正な管理を促すとともに、必要に応じて除却、除却後の跡地利用

を促進していくことが求められます。 

管理不全空家等の増加による諸問題の顕在化 
倒壊／外壁等の崩落／庭木、雑草の繁茂／火災や犯罪のおそれの増大等 

空家等実態調査の実施 
どこにどのような状態の空き家があるか最新の状態を把握 

空き家 居住中の建物 

【課題 3】 

利活用に適さない空き家 
（不良度ランク C、D） 

利活用可能な空き家 
（不良度ランク A、B） 

・適正管理の促進 

・市場流通の促進 

・交流施設等利活用の促進 

【課題２】 

空き家の発生抑制 

【課題１】 

・適正管理の促進 

・除却の促進 

・除却後の跡地利用の促進 

所有者等への 
意向調査 


